除排雪支援制度申込書
【申込内容】
	１．貸与期間
	　令和　　年　　月　　日　　～　　令和　　年　　月　　日

	２．利用目的
	　□町内会館　□道路通行の確保※位置図を添付すること
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	３．引き渡し
	　時　間　　午前・午後　　　　　時　　　　　分
　場　所　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

	４．保管場所（※複数日のみ）
	　
　

	５．作業責任者
	　氏　名　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　連絡先　　（　　　　）　　　　―　　　　　

	６．排雪用ダンプの利用
	　□　希望する（２ｔ・４ｔ）　　　　　□　希望しない


※貸与期間の２週間前から３日前までに申込書を提出してください。
※貸与期間が他団体と重なる場合は、先着順とします。
※貸与は１日単位とし、連続する日程での貸出は原則最大３日間（申込が集中した場合、又は年末年始
はこの限りではない）とします。
※排雪用ダンプは、1日1台の支援とし、積み込みは団体が行うものとします。

※排雪用ダンプは、市が委託する運転手がつきます。市道の除雪や排雪作業が優先されますので、天候
状況によっては希望通りにダンプを派遣できない場合があるので、予めご了承ください。

【規　約】
（機械）
第１条　貸主は、その所有する次に掲げる除雪機（以下「機械」という。）を無償で貸与し、借主は、これを借用する。
貸与機械　ハンドガイド式ロータリー除雪機　１台
（機械の貸与）
第２条　機械の貸与は、令和７年１２月１５日から令和８年３月１８日までの間で、貸主が別に定める期間（以下「貸与期間」という。）に従って行うこととする。
２　機械の貸与および使用時間は午前９時から午後４時３０分までとする。

（機械の引渡）
第３条　貸主は、貸与期間前に借主の指定する場所において、当該機械を良好な状態に整備し引き渡すものとする。
（機械の管理）
第４条　借主は、常に善良な管理者の注意をもって機械を管理しなければならない。また、機械の保管場所は野晒しで保管するのではなく、軒下での保管とする。
（転貸しの禁止）
第５条　借主は、機械を第三者に転貸してはならない。
（利用の範囲）
第６条　機械の利用範囲は、生活道路又はひとり暮らしの高齢者世帯、障がい者世帯の周辺、民間保育園の駐車場その他地域が必要と認め、市が適当と判断した箇所とする。
（裏面へ）
（必要経費の負担）
第７条　機械の使用に伴う燃料及び軽微な修繕等の必要経費は、借主負担とする。ただし、予測し難い理由により機械に損傷等が生じた場合は貸主の負担とする。
２　貸主は、機械は満タンで貸与し、借主は機械を満タンで返却しなければならない。
３　燃料はガソリンとし、借主は、燃料の運搬において貸主が貸与する携行缶を使用することができる。
（実地調査等）
第８条　貸主は、機械について随時実地に調査し、又は報告を求めることができる。
（作業の中止）

第９条　天候不良その他安全な作業の確保が困難と認められるときは、作業を中止しなければならない。
２　休憩等で作業を行わない場合は、機械のエンジンを停止しなければならない。
（安全確保）
第10条　借主は、作業にあたっては周囲の状況を確認し、事故防止に努めなければならない。
２　借主は、機械の操縦者以外に必要な人員を配置し、安全確保に努めるものとする。
３　作業時の安全管理は、借主が責任を負うものとする。
（除雪作業の実施に係る損害）
第11条　貸主は、機械の損傷、盗難、故障等をてん補するため動産保険に加入する。
２　借主が除排雪作業で第三者に損害を及ぼした場合は、借主の責任においてその賠償を行うこととし、借主は損害賠償保険等に加入すること。
３　排雪用ダンプの運転で第三者に損害を及ぼした場合は、運転を受託した企業においてその賠償を行う。

（貸与の中止）
第12条　貸主は、借主がこの規約に違反したときは、この貸与を中止することができる。
（機械の返還）

第13条　借主は、貸与期間を満了した場合、又は前条の規定により貸与が中止となった場合は、機械を甲に返還しなければならない。
（協議事項）
第14条　この規約に定めのない事項が生じた場合には、双方協議して定めるものとする。
（その他）

第15条　関係法令を遵守して使用する。

　上記の規約に同意して除雪機械貸与を申し込みます。
　令和　　年　　月　　日　
（貸主）　
恵庭市長　　原　　田　　　裕　　様
（借主）　団 体 名
代表者名　　　　　　　　　　　　印
